
プレスリリース

平成２５年１２月２０日

福島県農林水産部水田畑作課

米の全量全袋検査における詳細検査の結果について

米の全量全袋検査では、ベルトコンベア式検査機器等によるスクリーニング検査におい

てスクリーニングレベルを超過した場合は、ゲルマニウム半導体検出器による詳細検査を

実施することとしています。

本日、詳細検査の結果、作付再開準備区域である南相馬市旧太田村で生産された２５年

産米から、基準値を超える放射性セシウムが検出されました。

なお、作付再開準備区域では、予め「平成25年産米に関する管理計画」を作成し、全て

の稲の作付面積や米の生産量を確認するとともに、全量全袋検査を実施することで出荷が

できることとしております。

したがって、基準値を超過した米袋のみを隔離・処分し、その他の基準値以下の米袋は

出荷することができます。

記

１ 検査結果及び生産状況

１８戸の農家で計１９８検体を検査。このうち１５検体（８戸の農家）が基準値を超

過した。

（１）検査結果

農家 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による 備考※２

検査(袋)※１ 詳細検査（検体）

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 基準値 放射性

ﾚﾍﾞﾙ超過 超過 ｾｼｳﾑ

濃度

(Bq/kg）

Ａ ７ ７ ７ １ 110 ふるい下米１

Ｂ ８ ８ ８ ２ 140、160 ふるい下米１、精玄米１

Ｃ ３ ３ ３ １ 110 ふるい下米１

Ｄ ３２ ３２ ３２ ４ 110～120 ふるい下米１、精玄米３

Ｅ ３７ ３７ ３７ ３ 110～180 ふるい下米１、精玄米２

Ｆ ９ ９ ９ ２ 110,130 ふるい下米２

Ｇ ８ ８ ８ １ 110 ふるい下米１

Ｈ １７ １２ １２ １ 110 精玄米１

計 １２１ １１６ １１６ １５ ふるい下米８、精玄米７

※１ １２月３日～５日に実施した検査実施数

※２ 基準値を超えた米の品種はすべて「ひとめぼれ」である。



（２）当該農家の生産状況

農家 作付面積(a) 収穫量（ｔ） 今回検査（ｔ） 未検査（ｔ）

Ａ ２９ １．５ １．２ ０

Ｂ ５９ ３．０ ２．２ ０

Ｃ ３０ １．５ １．１ ０

Ｄ ２１２ １０．９ ８．７ ０

Ｅ １７６ ９．１ ８．９ ０

Ｆ ５９ ３．０ ２．２ ０

Ｇ ４２ ２．１ １．２ ０

Ｈ ８３６ ４３．０ ３．３ ０

農家Ｃ及び農家Ｇについては、これまでの調査で基準値超過米を生産した農家

２ 今後の対応

（１）基準値を超過した米袋は、南相馬市が隔離・処分する。

（２）当該ほ場で基準値を超えた玄米が発生した原因について究明していく。

（３）全量全袋検査で基準値以下であることが確認された米袋については、出荷していく。

（４）今後とも、県産米の安全性を確保するため、県内全域で全量全袋検査を実施してい

く。
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